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(57)【要約】
【課題】小型極低温冷凍機を、市場に多く流通している
一般的なデュワーやクライオスタットに装着できるよう
にする。
【解決手段】極低温冷凍機システムにおいて、汎用の寒
剤容器又は低温保持容器（デュワー７０）に挿入可能な
インターフェース部１０と、該インターフェース部１０
に接続される極低温冷凍機６０と、を備える。ここで、
前記インターフェース部１０を、前記寒剤容器又は低温
保持容器（７０）に合わせて交換可能とすることができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汎用の寒剤容器又は低温保持容器に挿入可能なインターフェース部と、
　該インターフェース部に接続される極低温冷凍機と、
　を備えたことを特徴とする極低温冷凍機システム。
【請求項２】
　前記インターフェース部が、前記寒剤容器又は低温保持容器に合わせて交換可能とされ
ていることを特徴とする請求項１に記載の極低温冷凍機システム。
【請求項３】
　前記インターフェース部が、
　前記寒剤容器又は低温保持容器中に挿入される容器インサートと、
　該容器インサートを前記寒剤容器又は低温保持容器へ取り付けるための取付フランジと
、
　前記容器インサートの上端に固定される、前記極低温冷凍機の低温部を外部から断熱す
るための断熱槽と、
　該断熱槽の下端に位置させた前記極低温冷凍機の低温端を、前記容器インサートの先端
低温端と熱的に接続するための熱導体と、
　を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の極低温冷凍機システム。
【請求項４】
　前記熱導体が、高純度の金属であることを特徴とする請求項３に記載の極低温冷凍機シ
ステム。
【請求項５】
　前記高純度の金属が、９９．９９重量％以上の銅、アルミニウム又は銀であることを特
徴とする請求項４に記載の極低温冷凍機システム。
【請求項６】
　前記極低温冷凍機が、前記インターフェース部に固定されていることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれかに記載の極低温冷凍機システム。
【請求項７】
　前記極低温冷凍機が、断熱フレキシブルチューブを介して前記インターフェース部に接
続されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の極低温冷凍機システム
。
【請求項８】
　前記断熱フレキシブルチューブにフレキシブルな熱導体が収容されていることを特徴と
する請求項７に記載の極低温冷凍機システム。
【請求項９】
　寒剤の蒸発ガスを冷却するようにされていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれ
かに記載の極低温冷凍機システム。
【請求項１０】
　寒剤の再液化を行うようにされていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記
載の極低温冷凍機システム。
【請求項１１】
　寒剤を直接冷却するようにされていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記
載の極低温冷凍機システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、極低温冷凍機システムに係り、特に、市場に多く流通している一般的な寒剤
容器（例えばデュワー）や低温保持容器（例えばクライオスタット）に適用して、液体ヘ
リウムなどの寒剤の蒸発量を抑制あるいは再液化することが可能な極低温冷凍機システム
に関する。



(3) JP 2015-197244 A 2015.11.9

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　液体ヘリウムは産業上・研究上でよく用いられるが、４．２Ｋという極低温のために熱
侵入を極力抑えた専用のデュワーで貯蔵・使用される。しかし、専用のデュワーであって
も熱侵入量は無視できない大きさであり、もっとも断熱性能のよいものの一つである可搬
式液体ヘリウムデュワーであっても１日に約１％程度の割合で蒸発してしまう。このため
、液体ヘリウムの維持には多大な労力とコストがかかる。この問題を解決するため、デュ
ワーと極低温冷凍機を接続したり（特許文献１、２参照）、小型極低温冷凍機により液体
ヘリウムを再液化する小型極低温冷凍機付のデュワーがすでに開発され（特許文献３～５
参照）、例えばCryomech社により製品化されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１２０４３号公報
【特許文献２】特開平５－３３２６５５号公報
【特許文献３】特開２０００－２２３７５号公報
【特許文献４】特開２００４－３７０４３号公報
【特許文献５】特開２００２－７６４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このようなデュワーは最初から小型極低温冷凍機を取り付けられるよう
に設計された専用のものであり、既存の小型極低温冷凍機付のデュワーでは、汎用性がな
く、市場に多く流通している一般的なデュワーには適用することができなかった。また、
小型極低温冷凍機を直接取り付けられないような構造のデュワーでは、そもそも実現が不
可能であった。更に、小型のデュワーの場合には極低温冷凍機を取り付けるだけのスペー
スが無く、実現不可能であった。このため、既存技術は適用範囲が極めて限られていた。
【０００５】
　本発明は、前記従来の問題点を解消するべくなされたもので、市場に流通している一般
的なデュワーやクライオスタットに適用可能な極低温冷凍機システムを提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、汎用の寒剤容器又は低温保持容器に挿入可能なインターフェース部と、該イ
ンターフェース部に接続される極低温冷凍機と、を備えたことを特徴とする極低温冷凍機
システムにより、前記課題を解決したものである。
【０００７】
　ここで、前記インターフェース部を、前記寒剤容器又は低温保持容器に合わせて交換可
能とすることができる。
【０００８】
　又、前記インターフェース部は、前記寒剤容器又は低温保持容器中に挿入される容器イ
ンサートと、該容器インサートを前記寒剤容器又は低温保持容器へ取り付けるための取付
フランジと、前記容器インサートの上端に固定される、前記極低温冷凍機の低温部を外部
から断熱するための断熱槽と、該断熱槽の下端に位置させた前記極低温冷凍機の低温端を
、前記容器インサート先端の低温端と熱的に接続するための熱導体と、を備えることがで
きる。
【０００９】
　又、前記熱導体を、高純度の金属とすることができる。
【００１０】
　又、前記高純度の金属を、９９．９９重量％以上の銅、アルミニウム又は銀とすること
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ができる。
【００１１】
　又、前記極低温冷凍機を、前記インターフェース部に固定することができる。
【００１２】
　あるいは、前記極低温冷凍機を、断熱フレキシブルチューブを介して前記インターフェ
ース部に接続することができる。
【００１３】
　又、前記断熱フレキシブルチューブにフレキシブルな熱導体を収容することができる。
【００１４】
　又、前記極低温冷凍機システムを用いて、寒剤の蒸発ガスを冷却することができる。
【００１５】
　又、前記極低温冷凍機システムを用いて、寒剤の再液化を行うことができる。
【００１６】
　又、前記極低温冷凍機システムを用いて、寒剤を直接冷却することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、市場に流通しているどのような寒剤容器（例えばデュワー）や低温保
持容器（例えばクライオスタット）にも取り付けができるようになる。これにより、液体
ヘリウムデュワーやクライオスタットの設計に寄らず、小型極低温冷凍機による液体ヘリ
ウム（または他の寒剤）の蒸発量抑制あるいは再液化が可能になる。本発明で蒸発量抑制
と再液化のどちらも実現可能であるが、特に蒸発量抑制に適用した場合は、小型極低温冷
凍機を用いて蒸発したヘリウムガスを３０Ｋ以下に冷却して液体ヘリウムの蒸発量を抑制
することで、現実的なシステムでは小型化、ハンドリング、法令上の取り扱いやすさなど
で優れている。実際に、蒸発したヘリウムガスを１０Ｋ程度に予冷すると、冷凍機の冷凍
能力は１０Ｗ程度期待でき、液体ヘリウムの保持時間が３週間程度から３ヶ月程度へ延び
ることが実証されている。このようにして、容易に液体ヘリウム等の寒剤を長時間維持し
たり、クライオスタット等の内部の低温状態を長時間保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態の構成を示す断面図
【図２】第１実施形態を液体ヘリウムデュワーに装着した状態を示す断面図
【図３】本発明の第２実施形態の構成を示す断面図
【図４】図３のIV部拡大断面図
【図５】第２実施形態を使用している状態を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、本発明は
以下の実施形態及び実施例に記載した内容により限定されるものではない。又、以下に記
載した実施形態及び実施例における構成要件には、当業者が容易に想定できるもの、実質
的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。更に、以下に記載した実施形態
及び実施例で開示した構成要素は適宜組み合わせてもよいし、適宜選択して用いてもよい
。
【００２０】
　本発明の第１実施形態は、図１に示す如く、汎用のデュワー（寒剤容器）に装入可能な
インターフェース部１０と、該インターフェース部１０に接続される、例えば、５０Ｋ程
度の第１段低温端６２と４Ｋ程度の第２段低温端６４を有する２段式小型極低温冷凍機（
以下、単に冷凍機とも称する）６０と、を備えている。
【００２１】
　前記インターフェース部１０は、デュワー中に挿入されるデュワーインサート（容器イ
ンサート）２０と、該デュワーインサート２０をデュワーへ取り付けるための取付フラン
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ジ４０と、前記デュワーインサート２０の上端に固定される、前記冷凍機６０の低温部（
第１段低温端６２及び第２段低温端６４）を外部から断熱するための断熱真空槽５０と、
該断熱真空槽５０の下端に位置させた前記冷凍機６０の第２段低温端６４を、前記デュワ
ーインサート２０先端（図の下端）の低温端２２と熱的に接続するための熱導体２４及び
フレキシブルな熱導体（フレキシブル熱導体と称する）２６と、を備えている。図におい
て、３０は、デュワーインサート２０の断熱真空槽、３２は同じく熱輻射シールド、５２
は、断熱真空槽５０の熱輻射シールドである。
【００２２】
　前記熱導体２４は、高純度の金属（例えば、９９．９９重量％以上の銅、アルミニウム
、銀など）製の棒、前記フレキシブル熱導体２６は、同じく高純度の金属（例えば、９９
．９９重量％以上の銅、アルミニウム、銀など）製の撚り線ケーブルとすることができる
。
【００２３】
　このようにして、冷凍機６０の第２段低温端６４により、熱導体２４、２６を介してデ
ュワーインサート低温端２２が冷却される。
【００２４】
　第１実施形態を液体ヘリウムデュワーに装着した状態を図２に示す。一般に市場に流通
している液体ヘリウムデュワー７０の開口部に、本実施形態を装着し、ここからデュワー
インサート２０を液体ヘリウムデュワー７０内に挿入する。これにより、デュワーインサ
ート低温端２２で液体ヘリウムデュワー７０内部の液体ヘリウム７２あるいは蒸発気化し
たヘリウムガスを伝熱冷却する。これにより外部からの熱侵入を相殺することで、液体ヘ
リウムデュワー７０内での液体ヘリウムの蒸発量を抑制、あるいは、再液化して、液体ヘ
リウムデュワー７０内に貯蔵した液体ヘリウム７２等の寒剤を長時間維持させたり再液化
することができる。
【００２５】
　本実施形態では、液体ヘリウム７２にデュワーインサート低温端２２を浸すことで液体
ヘリウム７２の直接冷却を行うことや蒸発ガスをデュワーインサート低温端２２で再液化
することも可能であるが、特に蒸発ガスをデュワーインサート低温端２２で予冷（液体ヘ
リウム温度４．２Ｋより少し高い温度。例えば３０Ｋ以下で、特に１０Ｋ程度）すること
により液体ヘリウム７２の蒸発量を抑制することが好ましい。このようにシステム設計す
ることで、小型・簡便化、ハンドリングの良さ、法令上の容易さなどが得られる。
【００２６】
　市場に流通する多くの液体ヘリウムデュワーでは、デュワーの挿入口にＮＷフランジ、
ＪＩＳフランジ、ウィルソンシールなどのほぼ統一された規格フランジを用いており、デ
ュワー取付フランジ４０はこれらに対応している。また、構造上、デュワーインサート２
０は目的に応じて交換することが可能である。
【００２７】
　一例として、４Ｋでの冷凍能力が１．５ＷのGifford-McMahon型小型極低温冷凍機（Ｇ
Ｍ冷凍機）で蒸発した液体ヘリウムガスを予冷するケースを考えると、デュワーへの熱侵
入量１０Ｗに対し、ＧＭ冷凍機から伝導冷却したデュワーインサート低温端２２の温度は
１０Ｋ程度になると予想され、液体ヘリウムの保持時間は３週間程度から３ヶ月程度へと
大幅に伸ばすことができる。
【００２８】
　本実施形態では、熱導体２４とデュワーインサート低温端２２の間に、金属撚り線ケー
ブルなどのフレキシブル熱導体２６を用いているが、ガスや液体など、熱を伝える媒質で
あれば、何でもよい。さらに、規格の異なるデュワーに対応できるようにするため、イン
サート部は可換なフランジ構造となっている。
【００２９】
　次に、図３を参照して、本発明の第２実施形態を説明する。
【００３０】
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　本実施形態は、図３（全体の断面図）及び図４（図３のIV部拡大断面図）に示す如く、
前記第１実施形態の断熱真空槽５０とデュワーインサート２０の間に、断熱真空用フレキ
シブルチューブ８０と、該断熱真空用フレキシブルチューブ８０に収容されたフレキシブ
ル熱導体８２を設けたものである。
【００３１】
　前記フレキシブル熱導体８２としては、銅などの金属撚り線ケーブルを用いることがで
きる。具体的には、液体ヘリウム注入に用いられるフレキシブルトランスファーチューブ
の液送管を金属撚り線ケーブルに置き換えたような構造になっている。なお、フレキシブ
ル熱導体８２は、ガスや液体など、熱を伝える媒質であれば、何でもよい。
【００３２】
　デュワーインサート２０は、図４に詳細に示す如く、断熱真空槽３０のパイプ内に銅の
棒などの熱導体２４を設け、デュワーインサート低温端２２に連結されているような構造
になっている。これにより、フレキシブルさを保ちつつ、デュワーインサート低温端２２
が冷凍機６０で冷却される。
【００３３】
　第２実施形態の使用状態を図５に示す。デュワーインサート２０を液体ヘリウムデュワ
ー７０に挿入し、デュワーインサート低温端２２で液体ヘリウム７２、あるいは、蒸発し
たヘリウムガスを冷却する。これにより液体ヘリウムデュワー７０内での液体ヘリウム７
２の蒸発量を抑制、あるいは、再液化を行うことができる。
【００３４】
　多くの液体ヘリウムデュワーでは、直径１２ｍｍ等の液体ヘリウム注入口を持っており
、ここにデュワーインサート２０を挿入することで、多くの汎用液体ヘリウムデュワーに
対応できる。また、デュワーインサート２０と冷凍機６０は、フレキシブル熱導体８２を
収容した、断熱真空用フレキシブルチューブ８０で連結されているため、どのような角度
にも冷凍機を設置可能であり、冷凍機の設置位置・方法に柔軟性を持たせることができる
。特に、小型冷凍機を取り付けることが不可能な小さな液体ヘリウムデュワーなどにも対
応できる。
【００３５】
　なお、前記実施形態においては、いずれも本発明が液体ヘリウムデュワーに適用されて
いたが、本発明の適用対象はこれに限定されず、液体ヘリウム以外の寒剤の容器や、クラ
イオスタットなどの低温保持容器にも同様に適用できる。
【００３６】
　なお、冷凍機は２段式に限定されず、断熱も真空によるものに限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　広く普及している一般の液体ヘリウムデュワーやクライオスタットにおける液体ヘリウ
ムの長期間維持が可能になり、産業上、研究上での利便性が高まる。
【符号の説明】
【００３８】
　１０…インターフェース部
　２０…デュワーインサート
　２２…デュワーインサート低温端
　２４…熱導体
　２６、８２…フレキシブル熱導体
　３０、５０…断熱真空槽
　３２、５２…熱輻射シールド
　４０…取付フランジ
　６０…小型極低温冷凍機
　６２…第１段低温端
　６４…第２段低温端



(7) JP 2015-197244 A 2015.11.9

　７０…液体ヘリウムデュワー
　７２…液体ヘリウム
　８０…断熱真空用フレキシブルチューブ

【図２】 【図５】
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【図１】
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【図３】
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【図４】
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